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特 記 仕 様 書 

 

工事番号  令和５年度 長下施工第４５号 

工 事 名   公共汚水ます設置（単価契約）工事 

工事場所   長浜市内一円 

 

第１条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和２年４月滋賀県）」

（以下「共通仕様書」という。）および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和５年４

月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）および本特記仕様書によるものとす

る。 

 

第２条 共通仕様書ならびに付則において、「滋賀県が発注する土木工事等」は「長浜市

が発注する土木工事等」に、「滋賀県建設工事請負契約約款」は「長浜市建設工事請負

契約約款」に、「滋賀県建設工事監督要領」は「長浜市建設工事監督要領」に、「滋賀

県建設工事検査要領」は「長浜市工事検査規程」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  

第３条 「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正

な施工体制を確保するため、現場代理人および主任（監理）技術者と受注者との直接的

な雇用関係の確認を行う。 

 

１．「配置予定技術者等届」を入札後、契約締結までに提出すること。なお現場代理人お

よび主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（社会保険、

雇用保険の写し等）を添付すること。 

 

２．専任の主任技術者および監理技術者は、入札執行日以前、３箇月以上の雇用関係にあ

ること。 

 

３．長浜市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）第１０条第３項の規定に基づ

く現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が他の工事

の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「※長浜市現場代理人の常駐に関する運

用基準」による。 

   ※長浜市現場代理人の常駐に関する運用基準 

     長浜市ホームページ 

      https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001587.html 

 

４．主任技術者の資格は以下のとおりとする。 

（１）建設業法（第２６条）による主任技術者の資格は、以下のとおりである。 

１）実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。 

      ①大学卒〔指定学科〕   ３年以上の実務経験 



      ②高校卒〔指定学科〕   ５年以上の実務経験 

      ③そ の 他       １０年以上の実務経験 

２）資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。 

      ①建設業法「技術検定」 

 

５．当該工事における現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができる。 

 

６．現場代理人は、建設業法第７条第１項第２号に定められた技術者（営業所における専

任の技術者）でないこと。 

 

第４条 長浜市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について 

（「不当介入に関する通報制度」の徹底について） 

１．受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対

して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業

務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時

点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

２．受注者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別

紙様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

十分に指導を行うものとする。 

 

３．受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が

生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

第５条 主任技術者又は監理技術者を専任すべき工事において専任を要しない期間 

１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の

工事現場への専任を要しない。 

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せに

おいて定める。 

 

２．約款第３０条第１項の規定に基づく完成した旨の通知を受け、監督員が完成確認した

翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

の専任を要しない。 

 なお、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監

理技術者等の工事現場への専任を要しない。 

 

第６条 本工事の施工にあたっては、環境に与える影響を十分認識し、適切な環境配慮を

行うため特記事項を遵守し施工すること。 



第７条 共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。 

 

 

  



 

記 

 

第１編 共 通 編 

 

第１章 総 則 

 

第１節 総 則 

 

１－１－１－７ 工事用地等の使用 

 受注者は、民地へ立入る場合、民地を工事用地にする場合には、必ず地権者および居住

者の了解を得ること。 

 

１－１－１－８ 工事の着手 

工事は地元住民及び沿線企業等に受注者が責任をもって、現場作業を開始する一週間前

には施工箇所（区間）、施工日や施工時間を連絡し承諾を得て監督職員に連絡すること。 

受注者は、監督職員が指示した日から５日以内に現場に着手すること。 

 

１－１－１－９ 工事の下請負 

共通仕様書において、「滋賀県の工事指名競争参加資格者である場合には」とあるのは

「長浜市の建設工事競争入札参加資格者である場合には」と読み替えるものとする。 

 

１－１－１－１８ 建設副産物 

１．建設発生土の利用について 

    本工事に使用する埋戻し材については、流用土を使用する。 

建設発生土を使用するには品質が適正なものであるか確認し、監督職員と協議のうえ

使用するものとする。 

   なお、工事着手前に再生資源利用計画書を作成し、完成時に計画の実施状況を監督職

員に指定様式で報告すること。 

 

２．建設発生土の処分について 

  建設発生土の処分については、以下のとおりとする。 

 

処分場所までの運搬距離は１０．０ｍ以下としているが、処分場所については契約後、

双方協議により適切な場所に決定することとし、設計変更の対象とする。 

なお、発生土調書、数量調書、運搬経路図、追跡写真及び建設発生土受入承諾書を監

督職員に提出すること。 

 

 

 



３．建設廃棄物の処分について 

    工事着手時に再生資源利用計画書を作成し、完成時に計画の実施状況を監督職員に指

定様式等で報告すること。 

【建設副産物適正処理推進要綱】 

（１）再資源化施設への搬入 

   本工事から発生するコンクリ－ト塊、アスファルトコンクリート塊及び建設発生木

材（伐採材の枝葉、伐根材）は、最寄りの再資源化施設に搬入するものとする。 

 

（再資源化への適切な措置） 

再資源化等をする施設の名称及び所在地 

廃棄物の種類 施設の名称 所在地 受入時間 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ㈱山豊 米原市岩脇 7 時 30 分～17 時 30 分 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ㈱山豊 米原市岩脇 7 時 30 分～17 時 30 分 

上表については、積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。 

なお、受注者の想定する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限

りではない。 

なお、建設廃棄物の処理にあたっては現場（作業所）に廃棄物処理責任者（支店には廃

棄物処理総括責任者）を定めるとともに、下記の書類を添付すること。 

イ．産業廃棄物処理委託契約書の写し 

ロ．産業廃棄物処理業許可証の写し 

ハ．再資源化施設への経路地図及び施設の写真 

ニ．再生資源利用〔促進〕計画書（実施書） 

また、運搬車両毎にマニフェスト（積荷目録）を発行し、搬出完了後はマニフェスト（Ｄ

表）の写しを提出すること。 

 

（２）再資源化施設への搬入車両 

      「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」改正に伴い、産業廃棄物収集運搬

車に係る標示及び書面備え付けが義務づけられたことにより、別紙のとおり対応し、

運搬車両毎に写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 

 

４．特定建設資材の分別解体等・再資源化等への適切な措置 

    受注者は、工事に使用する特定建設資材および工事に伴い排出する特定建設資材廃棄

物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年度法律

第１０４号）および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年度法律第１３

７号）を遵守し、分別解体等および再資源化等を実施するものとする。 

 

 

 



・特定建設資材 

  コンクリート  現場打ちコンクリート（無筋コンクリート、鉄筋コンクリー 

 ト、ＰＣコンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート等）、無筋コ 

 ンクリート二次製品 

 鉄およびコンクリート 

 から成る建設資材 

 有筋のコンクリート二次製品（鉄筋コンクリート二次製品、 

 ＰＣコンクリート二次製品、鉄筋コンクリート二次製品、鉄 

 骨鉄筋コンクリート二次製品） 

 アスファルト・コンクリート  アスファルト混合物 

 木材  木材製品 

 

・特定建設資材廃棄物 

  コンクリート塊 

 アスファルト・コンクリート塊 

 建設発生木材 

 

（１）対象建設工事の請負契約に係る書面の記載 

      受注者は別に定める様式に分別解体等の方法および解体工事に要する費用、再資源

化等をするための施設の名称および所在地、再資源化等に要する費用を記載し、契約

までに監督職員に説明を行い、同意を得ること。 

（２）受注者は再資源化等が完了した年月日および再資源化等をした施設の名称および所

在地、再資源化等に要した費用等を再資源化等報告書に記載し、監督職員に提出する

こと。 

 

５．舗装の切断作業に伴う泥水の処理について 

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切

断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものと

し、必要と認められる経費については監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。 

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督

職員から請求があった場合は提示しなければならない。 

 

１－１－１－２４ 履行報告書 

 受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。 

 

１－１－１－２６ 工事中の安全確保 

（地下埋設物件の事故防止） 

１．受注者は、工事の施工にあたって予想される地下埋設物件は、管理者と現地立会のう



え、当該物件の位置・深さを確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生

を防止すること。 

なお、保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、

特に監督職員から調書様式の指示がなければ、次の様式を用いて、調書の写しを監督職

員に提出するものとする。 

     

 

工事場所 

自 

市道      線   延長  ｍ 

至 

打合せ内容 

 

占 有 者 

工事受注者 

所属職名 立会者名 印  

 

２．受注者の責により地下埋設物に損害を与えた場合は、すみやかに監督職員に報告する

とともに関係機関に連絡し、応急措置をとり、受注者の負担によりこれを補修しなけれ

ばならない。 

 

３．受注者は、埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督職員に報告し、その処

置については、占用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。そ

の結果未使用の管の処置を受注者が企業者より依頼を受けた場合には、文書によってそ

の責任を明確にしておかなければならない。 

 

（近接施工） 

受注者は、配電線及び送電線等付近で作業をする場合は事前に関西電力㈱事業所等と事

故防止対策について協議すること。 

 

（道路付属物ならびに占用物件の処置） 

受注者は、工事施工のために支障となる道路の付属物並びに占用物件がある場合には、

その処置について予め設計図書に関し監督職員と協議するものとする。 

 

１－１－１－３０ 環境対策 

（低騒音型・超低騒音型の使用） 

① 本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、施工にあたっ

ては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成１３

年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用すること。 

 ② 本工事において表１－１－１に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、｢特定

特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法律第５１号）｣に基づく技術

基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月

８日付建設省経機発第２４９号）」、｢排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規



程（平成１８年３月１７日付け国土交通省告示第３４８号）｣もしくは｢第３次排出ガ

ス対策型建設機械指定要領（平成１８年３月１７日付国総施第２１５号）｣に基づき指

定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

ただし、平成７年度建設技術評価制度公募課題｢建設機械の排出ガス浄化装置の開

発｣、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事

業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設

機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。 

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する

建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。   

  

表１－１－１ 

 機   種 備   考  

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクターショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベース

マシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油

圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハン

マ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アー

スオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレー

ションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型

オールケーシング掘削機） 

・ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラー 

・ホイルクレーン 

  ディーゼルエンジン（エンジン

出力 7.5kW 以上 260 kW 以下）を

搭載した建設機械に限る。 

 ただし、道路運送車両の保安基

準に排出ガス基準が定められて

いる自動車で、有効な自動車検査

証の交付を受けているものは除

く。 

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受け

ているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 

 

  

１－１－１－３２ 交通安全管理 

（安全対策費） 

  安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との

打合せの結果により変更等が生じた場合は設計図書に関しては監督職員と協議するもの

とし、設計変更の対象とする。 

  また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図



書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  

（安全施設類） 

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者

及び所轄警察署並びに地元自治会と打合せを行い実施するものとする。 

道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合、設計図書に関して協議す

るものとし、設計変更の対象とする。 

 

（交通誘導員の有資格）   

 交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打

合せ結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と

協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  なお、交通誘導員ＡおよびＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。 

 

 

 

（交通安全法令の遵守） 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監

督職員、道路管理者および所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線および

道路標示に関する命令（平成２６年５月２６日改正 内閣府・国土交通省令第１号）、工

事現場における標示施設等の設置基準（平成２６年１０月１日一部改訂版滋賀県土木交通

部）、道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和４７年２月）

に基づき、安全対策を講じなければならない。 

 

（工事現場における標示施設等） 

受注者は、工事現場における標示施設等の設置基準（平成２６年１０月１日一部改訂版

滋賀県土木交通部）に基づき、標示施設および防護施設の設置および管理をおこなわなけ

ればならない。 

 受注者は、工事標示板等の製作にあたって事前に「工事種別」および「工事内容」につ

いて監督職員の確認を受けなければならない。 

 

 

配置場所 交通規制対象工種 交通誘導員 編    成 昼夜別 
交替要員 

の有無 

 

 

工事箇所 

 

 

 

 

 

 

配置人数は

現場ごとに

指示 

交通誘導員Ａ １名 昼間 無 

工事箇所 

 

 

 

配置人数は

現場ごとに

指示 

交通誘導員Ｂ １名 昼間 無 



 

 

１－１－１－４０ 保険の付保及び事故の補償 

（法定外の労災保険の付保） 

 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

 

 

第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

 

付則第１節 適用 

（コンクリート用スラグ細骨材） 

受注者は、コンクリートに使用する細骨材に、コンクリート用スラグ細骨材（ＪＩＳ Ａ

５０１１）を使用する場合は、単位体積重量が、設計重量を超えることにより、設計上不

利とならないように、設計重量以下となるように配合（混合）すること。 

 

（塩化物総量規制） 

 受注者は、コンクリート中の塩化物総量規制については、「コンクリート中の塩化物総

量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領（以下、｢実施要領｣という。）、Ⅰコンク

リート中の塩化物総量規制」による他、次によるものとする。 

（１）現場配合のコンクリートについても、レディーミクストコンクリートと同様とする。 

（２）受注者は、容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測定

結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した後、



表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。 

（３）測定記録 

受注者は、策定結果は実施要領に示す様式により提出するものとする。 

また、測定値を後日確認できるように計器の表示部等を測定ごとにカラー写真撮影

して監督職員に提出するものとする。 

 

（アルカリ骨材反応試験） 

  アルカリ骨材反応試験については、「コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨

材反応抑制対策実施要領 １－Ⅱアルカリ骨材反応抑制対策」による他、次によるものと

する。 

１．アルカリ骨材反応試験の結果、無害でないと判定された骨材を使用する場合は、次に

よるものとする。 

（１）レディーミクストコンクリートを使用する場合 

レディーミクストコンクリート生産者と協議して抑制対策の３項のうちどの抑制対

策によるものを納入するかを決め、監督職員に報告するものとする。 

（２）コンクリート製品を使用する場合 

製造業者に抑制対策の３項のうち、どの抑制対策によっているのかを報告させ、監

督職員に報告するものとする。 

（３）現場でコンクリートを製造して使用する場合 

現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、抑制対策の３項のうち、

どの抑制対策を用いるかを決めてから監督職員に報告するものとする。 

 

２．記録の保存 

  実施した対策および確認した結果はとりまとめて監督職員に提出するものとする。 

 

１－３－３－２ レディーミクストコンクリ－ト 

 本工事に使用するコンクリ－トは、ＪＩＳ表示許可工場の製品を使用するものとする。 

ただし、ＪＩＳ工場以外の製品を使用するときは監督員の承諾を得なければならない。 

コンクリ－トの規格は次のとおりとし、スランプの許容範囲は±２．５㎝とする。 

実施に当り変更したい場合は、監督員の承諾を得て変更することができる。ただし、設

計変更の対象とはしないものとする。 

 

生コンクリート 

呼び強度 

粗骨材の 

最大寸法 

スランプ スランプの 

許容範囲 

水セメント比 備 考  

１８ ４０ ８ ±２．５ ６０％以下 高炉Ｂ種 

 

 

 

 



第２編 材 料 編 

 

第１章 一般事項 

 

付則 第１節 適用 

（再生資材の利用） 

受注者は、下表のとおり再生資材を使用するものとする。 

 ただし、再生資材製造工場の都合等により下記の再生資材の使用が困難な場合について

は、設計図書に関し監督職員と協議するものとする。 

 資  源  名 規  格 用  途 備  考  

再生砕石 RC-30 下層路盤  

 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ 表層   

 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ 表層   

 受注者は、再生資材を使用する場合は、以下により品質が適正なものであるか確認のう

え使用するものとする。 

 

１．上記再生資材を路盤材または舗装材として使用する場合の品質等は｢舗装再生便覧｣に

よるものとし、品質管理試験は、別表のとおりとする。 

 

２．再生クラッシャーランを基礎材として使用する場合の品質等は｢舗装再生便覧｣及び｢コ

ンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）｣によるものとし、構造物

の立地条件を考慮して適正な品質の物を使用するものとする。 

なお、河川に係わる工事（低水護岸等の水際耕作物）のコンクリートブロック張（積）、

石張（積）の基礎材として使用する場合は、アスファルト塊の混入したものを使用して

はならない。 

 

３．再生クラッシャーランを河川に係わる工事（低水護岸等の水際工作物）のコンクリー

トブロック張（積）、石張（積）の天端工及び胴込・裏込材に使用する場合は、アスフ

ァルト塊は不可とし、かつ、すり減り減量が５０％以下の品質のものを使用する。 

 

４．再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、れんが等の混入物を有害量含んではならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔別表〕 

 

工  種 種 別 
必要 

項目 
試 験 項 目 試  験  頻  度 

 
ｱｽﾌｧﾙﾄ 

再生骨材 
材  料 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出後の骨材粒度 舗装再生便覧による 

 旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量 〃 

 旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度 〃 

 骨材の微粒分量試験 〃 

 

再 生 用 

添 加 剤 

（ｱｽﾌｧﾙﾄ系 

及び 

石油潤滑油

系） 

材  料 

 動粘度 〃 

 引火点 〃 

 薄膜加熱後の粘度比 〃 

 

 薄膜加熱質量変化率 〃 

 密度 〃 

 組成分析 〃 

再 生 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 
材  料 

 針入度 〃 

 軟化点 〃 

 伸度 〃 

 トルエン可溶分 〃 

 引火点 〃 

 薄膜加熱質量変化率 〃 

 
 薄膜加熱針入度残留率 〃 

 蒸発後の針入度比 〃 

 密度 〃 

受注者は、必要項目の選定及び頻度にあたっては監督職員と協議することとする。 

 なお、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された再生加熱合材を使用

する場合は、付則第２編１－２－８－１一般瀝青材料の規定によることとする。 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む） 

（品質証明書等） 

 受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書第２編第１章第２節表２－１－１以外

の材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に

監督職員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、ＪＩＳ製品については、使用

届を提出するものとする。 

 

 

 

 



 

第３編 土木工事共通編 

 

第２章 一般施工 

 

第１０節 仮設工 

３－２－１０－７ 水替工 

１．現場の地域性を鑑み、本工事における全ての排水処理について、十分配慮しなければ

ならない。 

（１）水替工については共通仕様書第３編２－１０－７によるが、排水基準は、関係法令

によらなければならない。 

（２）排水は、琵琶湖の特性に鑑み、魚類等に害を及ぼすものであってはならない。 

 



                             （ その他の特記事項 ） 

 

 

１．損害賠償 

   工事施工に伴い、通常発生する物件等の破損の補修費および騒音・振動・濁水・交通

障害等による事業損失に係る補償は、受注者の負担において行うものとする。 

 

２．高炉セメントの使用について 

  当工事におけるコンクリートは、すべて 高炉セメントＢ種を使用するものとする。 

ただし、やむを得ず高炉セメントコンクリートに代えて普通ポルトランドセメントを

使用する場合は、アルカリ骨材反応が無害の場合または抑制対策を行うことにより監督

職員の承諾を得て使用することができる。 

なお、設計変更の対象とはしない。 

 

３．交通安全対策 

  本工事施工区域において、十分交通安全対策については配慮し、各施工時には必要な

保安施設および交通誘導員を配置しなければならない。 

（１）標識類、防護柵等の安全施設類に付いては、現場条件に応じて設置するほか、警察

等第三者との協議に基づき実施するものとする。 

（２）通行止めによる施工箇所については、迂回路、工事期間、受注者名および施工主体

名等、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に緊急連絡体制や夜間照明施設

の保全体制を監督職員に提出のこと。 

（３）工事施工にあたり、当該工事施工区間内である主要地方道および市道を対象として、

工事車両の運行経路および掘削機械等の重機の使用計画を監督職員に提出するととも

に、事前に書面等により道路管理者および周辺住民等に、了解を求めなければならな

い。 

（４）冬期においては、積雪および凍結対策についても、十分対応しなければならない。 

（５） 工事の施行に当たっては道路交通法第７７条による所轄警察署長の道路使用許可

を得、許可条件を遵守すること。                                                      

      また、施工箇所を通行する地元住民への事前広報を徹底し、理解を得ると共に、工

事警戒標識等を十分に設置して各種事故防止に努めること。 

 

４．土曜閉庁における作業について 

  受注者は、工事実施の都合上、土曜日等に作業を行う場合は、共通仕様書第１編（１

－１－１－３６）によるものとする。 

 

５．資源の使用抑制について 

   本工事における工事用重機・車両等の使用にあたっては、アイドリングストップや効

率的な運転を行い、省エネルギーに取り組むこと。 

 



６．写真管理項目 

  タックコート及びプライムコートの施工は舗設後不可視となるため、対象工区全域の

散布状況が確認できる写真を提出すること。 

 

７．路盤面の品質確保 

プライムコートの施工後、剥離等により路盤面の安定が保てない状況が想定される場合

は、砂の散布を行うなど品質確保に努めること。 

 

８．現場密度管理 

車道部の路盤工において、現場条件により歩道用機械を使用する場合でも、車道部の

現場密度を確保すること。 

 

９．その他 

 その他、本仕様書に記載なき事項については、監督職員の指示によること。 

 

 



本工事については次の内容を特記仕様書に追記するものとする。 

 

第１条 「設計便覧（案）下水道編Ⅰ－2004年版、下水道編Ⅱ－2005年版、下水道編Ⅲ－2010

年版(滋賀県琵琶湖環境部)」(以下、「便覧下水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」という。)によるものとする。 

 

記 

 

                                 第１編 共 通 編 

 

                                   第１章 総 則 

 

第１節 総 則 

 

１－１－１－２２ 部分使用 

  本工事にて整備する下水道管は早急に供用を開始する必要があるため監督職員の現場確認

により部分使用できるものとする。 

 

１－１－１－２３ 施工管理 

１．監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 

  監督職員の行う段階確認においては、現場代理人又は主任（又は監理）技術者、若しく 

 は、あらかじめ監督職員の承諾を得た者が臨場の上、確認を受けなければならない。 

  

２．施工管理基準 

  受注者は、「下水道工事用施工管理基準（平成２１年６月滋賀県琵琶湖環境部）により施

工管理を行うこと。 

  なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督職員と

協議のうえ、施工管理を行うものとする。 

  
 

第８編 下 水 道 編 

第１章 管   路 

 

第２節 適用すべき諸基準 

 

  共通仕様書および特記仕様書に記載している「地下水変動調査実施要領及び細則」、「家屋

調査実施要領・細則」、「可燃性ガス対策指針（案）」、「工事報告書作成要領（案）」、に

ついては、滋賀県琵琶湖環境部「設計便覧（案）下水道編Ⅰ」のとおりとする。 

 また、本工事完了後、下水道台帳のデータ資料入力資料として、出来形入力原稿図作成マニ

ュアル（案）により作成し、すみやかに提出のこと。 

 



第３節 管きょ工（開削） 

 

１２－１－３－３ 管路土工 

 （管路埋戻） 

  １．埋設管の防護のため人力による丁寧な施工を要する区間は、埋戻し底面より管の 

    天端から上部30cmまでの区間（空伏工の場合は空伏の天端までとする）とする。突き固め

  にタンパを使用する場合の条件は、埋戻し幅が比較的広く埋設管に影響がないときと  

 する。機械による投入は、落下高を0.5ｍ以下とし施工すること。 

  ２．締固め試験は、10層目転圧完了毎に１回、および路床完了後１回とする。 

 ３．本工事の埋戻し材として計上する流用土について、掘削を行う前に監督職員が指示した

箇所について、試掘による土質調査の確認を行うものとする。土質調査は現場条件により、

コーン指数試験(JIS A 1228)、設計CBR試験(JIS A 1211)、土の含水比試験(JIS A 1203)、

土の粒度試験(JIS A 1204)等を行い、調査結果により当初想定していた土質より大きく異

なる場合は設計変更の対象とする。 

 

１２－１－３－８ 埋設物防護工 

 １．地下埋設物件の事故防止 

   工事に際しては、影響が予想される地下埋設物件の管理者と現地立会のうえ、該当物件

  の位置、深さを確認し、保安対策等について十分打合わせをし、事故の発生防止をするこ

  と。 

  なお、立会を行ったときは、「立会打合せ調書」を作成し監督職員に提出するものとす

る。また、試掘を行った位置と深さおよび地下埋設物の種別、構造が確認のできる写真を

撮影するとともに、地下埋設物と計画構造物が及ぼす影響範囲との関係について、平面図、

縦断図および横断図を作成し、提出すること。 

 

   工 事 場 所   

  立 会 者     所属、職名   立会者氏名        打合せ内容 

  占 用 者 

 

  工事受注者 

   

 

 ２．地下埋設物調査にあたり、地盤の緩み、沈下等に注意のうえ埋設物が損傷しないように

  努めなければならない。 

 ３．沈下観測棒の設置、ＮＴＴケーブルの導通試験については、管理者との協議により行い、

  必要に応じて設計変更の対象にする。 

 ４．図面に示す以外に、簡易水道等の配管が道路に埋設されている可能性があるため近接家

  屋の水道配管ルートを詳細に調査し、確認のうえ試掘および本掘削を行うこと。 

 

 



１２－１－３－１１ 開削水替工 

 １．現場の地域性を鑑み、本工事における全ての排水処理については、十分配慮しなければ

ならない。 

  (1) 水替え工については共通仕様書(12-1-3-11)によるが、排水基準は、滋賀県公害防止条

例等関係法令によらなければならない。 

  (2) 排水は、琵琶湖の特性に鑑み、魚類等に害を及ぼすものであってはならない。 

 

 

第７節 マンホール工 

 

１２－１－７－２ 材料 

 １．鉄筋コンクリート工事の施工にあたっては、事前に監督員の鉄筋組立検査を受けなけれ

ばならない。 

２．グラウンドマンホール（人孔鉄蓋）は、原則として（社）日本下水道協会規格（JASWAS 

   G-4 1997）に遵守し、その他の仕様は下記によるものとする。 

    (1) 表面模様 

            長浜市指定のデザインとする。 

        (2) 構  造 

            長浜市グランドマンホール仕様によること。 

３．組立マンホールに使用するコンクリート製品およびその付属物については、施工詳細図

  を作成のうえ監督職員の承諾を得なければならない。 

 ４．人孔のインバート工は、施工に先だって施工詳細図を作成のうえ監督職員の承諾を得て

  行わなければならない。 

 ５．調整工については、施工方法、高さについて監督員の承諾を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               （ その他の特記事項 ） 

 

 

１．現場代理人および監理技術者 

    本工事の現場代理人および監理技術者（主任技術者）は、本工事と同等の工法で相当の経

 験を有するものでなければならない。 

 

２．家屋調査 

   家屋等に接近して工事を行うときに、または監督職員が必要と認めたときには、指示によ

 り家屋調査を行うものとする。 

 

３．道路交通規制等 

   車両の通行規制は最小限とし、受注者は施工する３週間前に市に協議し、地元自治会に連

 絡のうえ行うこと。 

   安全施設、交通誘導員については監督職員の承諾を得るものとする。 

 

４．仮設工事等指定および任意事項の区分 

  本工事の仮設工等における指定事項および任意事項の区分は、別表「仮設工等指定および

 任意区分表」によるものとする。 

 

５．管きょ法線 

  管きょ法線は、道路管理者等との関連において変更が生じる場合がある。 

 

６．既設下水道およびマンホールへの接続 

   既設下水道およびマンホールへの接続においては、共通仕様書第８編第１章第３節（１－

 ３－４）および次の事項を厳守すること。 

   (1)開削工法における既設マンホール、下水道管の接続は、即日管口止水（ゴム製ジョイン

       ト等）および布設した下水道管の閉塞を行うこと。（閉塞は市販の止水プラグ等を使用

       すること。） 

   (2)工事による排水を既設下水道施設へ流入させた場合には、緊急やむを得ない短時間排水

       を除き、科料として下水道使用条例に定める特定排水の使用料金相当を科するものとす

       る。 

 

７．供用開始後の漏水 

   施設の引渡しを受けた日より２年以内に受注者の瑕疵により漏水が生じた場合、請負業 

者の費用で止水工事等一切を行うこと。 

 

８．公共汚水ます設置位置調査 

    公共汚水ます設置位置は、将来の排水設備の接続を考慮して申請者が希望される、総合管

 理施工に支障のない、官民境界から５０ｃｍの位置に、申請者の立会いの上決定する。この



 決定は、特に検討の必要のある場合を除き、請負業者の責任において行い同時に承諾書の回

 収を行うこと。 

 

９．下水道設計標準図 

   本工事において特別の仕様がない限り、長浜市下水道設計標準図によること。 

 

10．管布設工 

   (1) 技術管理基準の基準高については、管布設後と埋戻し完了後を測定すること。 

   (2) 塩ビ管の保管については、JSWAS  K-1  P48 に準拠して慎重に行うと。 

 

11．埋戻し、路面の復旧 

  (1) 埋戻し時の転圧を２０cmごとに十分行うこと。写真管理は１スパンに１回行い、さら 

       に当分の間、埋戻し作業は、すべて３層（６０cm）ごとに転圧の写真管理を行い提出 

        すること。 

(2) 埋戻し路盤完了後、原則として即日仮復旧を行うこと。ただし幹線道路以外では交差 

    点ごとに仮復旧を行うことを認めるが、十分路盤を転圧し、通行に支障のないよう砂 

    養生等を行うこと。 

    (3) 上記仕様は、第三者事故災害を防止するために厳守すべきことを作業員に十分確認さ 

        せて実施すること。これが厳守されない場合は、市は、契約約款第１２条の措置請求 

        等により改善を図るものとする。 

 

12．路面の維持 

  工事期間中は勿論であるが、検査完了から舗装の本復旧までの間、転圧不良による路面の

 沈下が生じた場合は、受注者の責任において修繕を行うこと。また、この理由による事故   

  についても受注者が責任を持つこと。（このようなことがないよう転圧は十分行うこと。） 

 

13．マンホール調整工 

  マンホール調整工は、モルタル不足による事故の発生する原因になるため、マンホール調

 整工時に必ずモルタルを敷くこと。なお、検査時に抜き取り検査（モルタル充填状況）を行 

  う。 

 

14．マンホール設置工 

マンホール蓋の設置に当たっては、路面勾配（横断）に合わせ施工すること。また、鍵穴 

は、路面勾配（横断）の高い側に施工し、雨水等（不明水対策）が進入しないよう注意し施

工すること。なお、検査時に鍵穴位置等の確認を行い満足しない場合は手直しを行うこと。 

 

15．取付管およびます工 

(1)受注者は、共通仕様書第１２編第９節に示すとおり施工しなければならない。また、川

越し等でますの深さが深くなる場合は底取りタイプ（ドロップます）を使用すること。

ただし、現場条件により底取りタイプ（ドロップます）が設置不可能な場合は、監督職



員と協議を行うこと。 

(2)取付管工およびます工の施工に当たっては、着手前状況(ます設置箇所全景)及び配管状 

況(全景)を全数撮影し、公共汚水ます等設置承諾書裏面に配管状況(全景)が分かる写真

を貼付すること。 

 

16．その他 

  (1)管布設工において、防護砂が矢板の断面積分だけ減少するため、その断面積分を加算し

       て防護砂を施工すること。 

  (2)管布設工の腹起こしは、鋼製腹起こしを使用すること。 

   (3)工事期間中、渋滞予告看板等を必要箇所に事前に設置し、出来る限り交通緩和に努める

       こと。また、開削工法による道路横断施工の際には事前に迂回路看板等を設置し協力を

       願うこと。 

    (4)工事期間中泥等で路面を汚さないよう努めること。万一汚れた場合は速やかに清掃を行

       うこと。 

    (5)工事の占用により除雪作業に支障を与える場合には、受注者の責任で除雪を行うこと。 

 

17．工事報告書の堤出について 

  本工事完了後、すみやかに別に定める記載要領に基づき工事報告書を提出しなければなら

 ない。なお、詳細については監督職員と協議のこと。 

     

18．公安委員会との協議により工事については夜間交通解放を行うこと。 
 
19．リブ付硬質塩化ビニル管布設の品質管理において防護砕石埋戻し部における締固め密度試験を

実施すること。 

 

20．通行車両について交通誘導員により迂回路へスムーズな誘導を行うこと。 

 

21．発生土の運搬において道路路面等を汚した際は受注者において誠意と責任をもって清掃を行う

こと。 

 

22.汚水ます設置が完了した箇所については速やかに出来形報告を行うこと。 

 

23.公共汚水ます設置申請者から上水道管同時埋設の依頼があった場合については、申請者または

上水道施工業者と直接協議を行い、日程調整のうえ円滑な施工に努めること。 




















































